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農 林 水 産 省

牛肉を原材料とする加工食品等に係る原産地表示等の推進について

平成１８年７月２７日開催の牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策本部決定事項を受け、消費

者の合理的な選択に資する観点から、①牛肉を使用した加工食品の原産地表示や 「外食、

における原産地表示に関するガイドライン」に基づく原産地表示など事業者による主体

的な情報提供の一層の活性化を促すとともに、②牛肉の原産地表示等についてＪＡＳ法

、 。に基づく監視指導の更なる徹底を図ることとし 下記のとおり通知文書を発出しました

記

１ 「牛肉を原材料とする加工食品等に係る原料原産地情報の積極的な提供について」

発出者 農林水産省消費・安全局長、総合食料局長、生産局長

発出先 （流通小売業関係団体、食品製造業関係団体、中食産業関係団体）

社団法人日本食肉加工協会、社団法人日本食肉協会、社団法人日本

畜産副産物協会、社団法人日本ハンバーグ・ハンバーガー協会、日

本ハム・ソーセージ工業協同組合、全国食肉事業協同組合連合会、

全国食肉業務用卸協同組合連合会、全国小売市場総連合会、日本ス

ーパーマーケット協会、日本小売業協会、日本百貨店協会、日本チ

ェーンストア協会、社団法人日本セルフ・サービス協会、社団法人

日本ショッピングセンター協会、社団法人全国スーパーマーケット

協会、社団法人日本フランチャイズチェーン協会、社団法人日本ボ

ランタリーチェーン協会、協同組合セルコチェーン、全日本スパー

ギルド商業協同組合連合会、全日食チェーン商業協同組合連合会、

無添加食品販売協同組合、社団法人日本加工食品卸協会、社団法人

日本外食品卸協会、全国給食事業協同組合連合会、日本給食品連合

会、日本マーガリン工業会、社団法人日本缶詰協会、日本ソース工

業会、全日本カレー工業協同組合、全国マヨネーズ・ドレッシング

類協会、全国ふりかけ協会、日本ベビーフード協議会、日本介護食

品協議会、日本凍結乾燥食品工業会、食品新素材協議会、新食品会

全国病院用食材卸売業協同組合、日本からし協同組合、全国食酢協

会中央会、日本うま味調味料協会、全日本スパイス協会、全国みり

ん風調味料協議会、日本加工わさび協会、風味調味料協議会、全日

本菓子協会、日本スープ協会、社団法人日本弁当サービス協会、社

団法人日本冷凍食品協会、社団法人日本惣菜協会、日本デリカフー

ズ協同組合、フード流通システム協同組合、協同組合フレッシュフ










